
56,001円～ 28,000円 70,001円～ 35,000円

※控除額の計算において算出した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

15,001円～40,000円 （ＣまたはＨ）×0.5＋7,500円

32,001円～56,000円 （Ａ、ＦまたはＫ）×0.25＋14,000円 40,001円～70,000円 （ＣまたはＨ）×0.25＋17,500円

～12,000円 Ａ､ＦまたはＫの金額 ～15,000円 ＣまたはＨの金額

12,001円～32,000円 （Ａ、ＦまたはＫ）×0.5＋6,000円

計算式Ⅰ（新契約） 計算式Ⅱ（旧契約）

Ａ、ＦまたはＫの金額 控除額の計算式 ＣまたはＨの金額 控除額の計算式

円 円 円
Ｇ＋Ｉ

（最高28,000円）

Ｊ Ｌ＋Ｍ＋Ｎ

生命保険料控除額
（最高70,000円） Ｏ

円
Ｎ

円 円

Ｂ＋Ｄ

（最高28,000円）

Ｅ

（最高35,000円）

Ｄ
Ｈを計算式Ⅱに当
てはめて計算した

金額

（最高35,000円）

Ｉ
ＩとＪのいずれか
大きい金額

旧契約に係る
保険料（合計）

円
Ｈ ＤとＥのいずれか

大きい金額 円
Ｍ

旧契約に係る
保険料（合計）

円
Ｃ

Ｃを計算式Ⅱに当
てはめて計算した

金額

Ｋを計算式Ⅰに当
てはめて計算した

金額

（最高28,000円）

Ｌ
円 円 円

Ｋ

Ａを計算式Ⅰに当
てはめて計算した

金額

（最高28,000円）

Ｂ
Ｆを計算式Ⅰに当
てはめて計算した

金額

（最高28,000円）

Ｇ

Ａ
新契約に係る
保険料（合計） 円

Ｆ
介護医療保険料

（合計） 円

一般の生命保険料 個人年金保険料 介護医療保険料

新契約に係る
保険料（合計） 円

　⑭　生命保険料控除額の計算

　平成23年12月31日以前に締結した契約は「旧契約」、平成24年1月1日以後に締結した契約は「新契約」です。
　保険契約の区分に応じて計算し、申告書の「４　所得から差し引かれる金額」の⑭に「Ｏ」の金額を転記してください。


